
研修単位＜第 1 群＞ 各種認定・生涯研修制度の利用  

※このご案内は平成 27(2015)年度認定更新者向けです※ 

(認定期間が平成 23(2011)年 4月 1日～平成 28(2016)年 3月 31日の方) 

 

職種 対象となる制度名 

看護師 日本看護協会 認定看護師 

日本看護協会 専門看護師 

管理栄養士 日本病態栄養学会 病態栄養認定管理栄養士 

（旧 病態栄養専門師） 

薬剤師 日本病院薬剤師会 生涯研修（履修認定証） 

日本医療薬学会 認定薬剤師 

薬剤師認定制度認証機構が定める各種認定制度 

臨床検査技師 日本臨床衛生検査技師会 生涯教育研修 

理学療法士 日本理学療法士協会 生涯学習プログラム 

（認定理学療法士・専門理学療法士） 

 

※ CDEJ認定期間中に取得①した最新のもの②が 20単位取得の対象となります。 

 

 

①  「CDEJ認定期間中に取得」とは 

各種生涯研修制度の修了に必要な単位・ポイントを取得し終わった日、あるいは、各

種認定制度の認定（更新）手続きを終了した日が「CDEJ認定期間中」であることが

必要です。 

（各種制度の「認定証等」の発行日ではありませんので、ご注意ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

② 「最新のもの」とは 

「CDEJ認定期間中に２回以上取得した場合、最も遅い日付のもの」という意味です。 

 

*何かわからない点がありましたら、事務局（03-3815-1481）までお問い合わせください。 

  

CDEJ認定期間 CDEJ 
認定期間前 

CDEJ 
認定期間後 

各制度の研修期間 修了 
認定証 

修了証等

の発行日 

各制度の研修(認定)期間

の開始は CDEJ 認定期

間より前でもよい 

認定証等の発行日

は CDEJ 認定期間

より後でもよい 

研修(認定)の「修了・終

了日」が CDEJ 認定期

間内であることが必要 
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※このご案内は平成 27(2015)年度認定更新者（認定期間が平成 23(2011)年 4 月 1 日～平成 28(2016)年 3 月 31 日の方）向けです※ 

取得単位自己申告書の記入のしかた 

表紙 

 

① 認定番号・氏名・職種を記入する 

② 「今回申告する単位数」の「記入欄 B／合計」にそれぞれ単位数を記入する 

記入欄 B 

 

 

③ 認定番号・氏名を記入する 

④ 研修コード・添付資料番号・認定／生涯研修制度の名称・日付・単位数を記入する 

【研修コード】 (准)看護師 1-22 

 (管理)栄養士 1-27 

 薬剤師 1-24 

 臨床検査技師 1-12 

 理学療法士 1-07 

【日付】 認定証に記載された「認定日」または「認定開始日」 

⑤ 合計単位数を記入する 

⑥ 右ページに認定証等（コピー）を貼付する 

※A４サイズに縮小可。なるべく折りたたまずに貼ってください。 

 

 ②  

①  

④  

③   

 

⑤  
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※このご案内は平成 27(2015)年度認定更新者（認定期間が平成 23(2011)年 4 月 1 日～平成 28(2016)年 3 月 31 日の方）向けです※ 

看護師 日本看護協会 認定看護師・専門看護師 

 認定試験(審査) 書類提出 合格発表(可否決定) 認定証交付 

認定看護師（新規認定） 5月頃  7月頃 9月頃注 

認定看護師（更新）  7月頃 10月頃 12月頃注 

専門看護師（新規認定） 11月頃  12月頃 1月頃注 

専門看護師（更新）  7月頃 12月頃 1月頃注 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理栄養士 日本病態栄養学会 病態栄養認定管理栄養士(旧：病態栄養専門師) 

 認定試験 申請書類提出 合否決定 認定証交付 

新規認定 11月頃  1月頃 3月頃 

更新  1月頃 3月頃(までに) 3月頃 

 

 
 

 

 

「認定期間開始日」は「病態栄養認定管理栄養士」の認定取得

翌年度の 4月 1日ですのでご注意ください。 

認定期間開始日   

2011年 4月 1日 

(CDEJ1年目) 

不

可 

取得はCDEJ認定の前年度

なので不可 

2012年～2015年 

4月 1日 

(CDEJ2～5年目) 

可 

 

2016年 4月 1日 

(CDEJ更新後 1年目) 
可 

3月に認定証発行。 

第 1 期申請(6 月)ではなく

第 2期申請(3月)で提出 

 

この日付が CDEJ 認定期間内

であることが必要。 

注：新規認定・更新が CDEJ5年目の

方は、認定証は第 1 期申請(6 月)には

間に合わないので、第 2 期申請(3 月)

で提出してください。 
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※このご案内は平成 27(2015)年度認定更新者（認定期間が平成 23(2011)年 4 月 1 日～平成 28(2016)年 3 月 31 日の方）向けです※ 

薬剤師① 日本病院薬剤師会 生涯研修認定制度 

お持ちの生涯研修履修

認定証の「認定日」 

単位取得

年度 
適否 解説 

平成 23
2 0 1 1

年 7月 1日 
(CDEJ認定 1年目) 

平成 22
2 0 1 0

 

年度 

原則× 

例外①② 

前年度(認定期間前)の実績に対して履修認定証

が発行されるので、原則不可（例外あり） 

平成 24
2 0 1 2

年 7月 1日 

(CDEJ認定 2年目) 
平成 23
2 0 1 1

 

年度 
○  

平成 25
2 0 1 3

年 7月 1日 
(CDEJ認定 3年目) 

平成 24
2 0 1 2

 

年度 
○  

平成 26
2 0 1 4

年 7月 1日 

(CDEJ認定 4年目) 
平成 25
2 0 1 3

 

年度 
○  

平成 27
2 0 1 5

年 7月 1日 

(CDEJ認定 5年目) 
平成 26
2 0 1 4

 

年度 
○ 

交付は 9月頃。 

第 1期申請(6月)ではなく第 2期申請(3月)で提出 

平成 28
2 0 1 6

年 7月 1日 

(CDEJ認定更新後) 
平成 27
2 0 1 5

 

年度 

可 

(例外③) 

第 2期申請に履修認定証が間に合わない。 

第 2期申請で「取得単位自己申告書」に取得見

込みの旨を記入して提出 

【例外】 

「履修認定証」と「認定証」の組み合わせ等でも認められる場合があります。 

パターン 履修認定証 認定証 枚数 適否 

①  平成 23
2 0 1 1

年 7月 1日 平成 24
2 0 1 2

～27
2015

年各 7月 1日 計５枚 可 

②  平成 23
2 0 1 1

年 7月 1日 なし(紛失等) 計１枚 仮認定 

⇒平成 28
2 0 1 6

年 7月 1日の 

履修認定証提出で正式認定 ③  なし 平成 24
2 0 1 2

～27
2015

年各 7月 1日 
履修認定証を初めて取得する場合 

計４枚 

その他 なし 
・連続して取得していない 

・3枚以下  等 
 不可 

  

 
 

認定日 

╋ 
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※このご案内は平成 27(2015)年度認定更新者（認定期間が平成 23(2011)年 4 月 1 日～平成 28(2016)年 3 月 31 日の方）向けです※ 

薬剤師② 薬剤師認定制度認証機構が定める各種認定制度（認証番号 G-XX） 

対象となる認定制度 

認証番号 認証申請者 認定制度名 

G01 財団法人日本薬剤師研修センター 研修認定薬剤師制度 

G02 東邦大学薬学部 生涯学習認定制度 

G03 一般社団法人 薬剤師あゆみの会 生涯研修認定制度 

G04 慶應義塾大学薬学部 認定薬剤師研修制度 

G05 一般社団法人イオン・ハピコム人材総合研修機構 認定薬剤師研修制度 

G06 明治薬科大学 認定薬剤師研修制度 

G07 神戸薬科大学 生涯研修認定制度 

G08 社団法人 石川県薬剤師会 認定薬剤師研修制度 

G09 新潟薬科大学 生涯研修認定制度 

G10 北海道薬科大学 生涯研修認定制度 

G11 星薬科大学 生涯研修認定制度 

G12 一般社団法人 昭薬同窓会平成塾 生涯学習認定制度 

G13 一般社団法人 薬学ゼミナール 生涯学習センター 生涯学習認定制度 

G14 北海道医療大学 
北海道医療大学 

認定薬剤師研修制度 

G15 埼玉県病院薬剤師会生涯研修センター 生涯研修認定制度 

G16 一般社団法人 日本女性薬剤師会 生涯研修認定制度 

G17 日本大学薬学部 生涯研修認定制度 

2015年 3 月 31 日現在 

お持ちの認定薬剤師証の「認定期間開始日」 適否 

2011年 4 月 1日～2012年 12月 31日 不可 

2013年 1 月 1日～2013年 3月 31日 可(例外①) 

2013年 4 月 1日～2016年 3月 31日 可(例外②) 

 

【解説】 

◆ 認定薬剤師の認定更新は 3 年毎であり、認定開始日が「CDEJ1～2 年目」のものは、

「次の更新時(CDEJ4～5年目)」に取得したものが「最新の認定証」となるため、認め

られません。 

◆ 例外① 認定薬剤師の更新が CDEJ5年目の 1～3月に当たる場合、第 2期申請に認定

薬剤師証が間に合わない可能性があるため、前回（CDEJ2 年目の 1～3 月）に取得し

た認定薬剤師証でも可とします。 

◆ 例外② CDEJ5年目の第 2期申請ギリギリに初めて認定薬剤師の申請をする場合 

申請後に送付されるハガキを第 2期申請で提出し仮認定 

⇒認定薬剤師証提出で正式認定 

（次ページの図を参照） 
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※このご案内は平成 27(2015)年度認定更新者（認定期間が平成 23(2011)年 4 月 1 日～平成 28(2016)年 3 月 31 日の方）向けです※ 

（前ページより続く） 

 

 

薬剤師③ 日本医療薬学会 認定薬剤師 

お持ちの日本医療薬学会認定薬剤師証の「認定日」 適否 

2011年 1 月 1日 不可 

2012年／2013年／2014年／2015年 1 月 1日 可 

2016年 1 月 1日 可注 

 

日
本
医
療
薬
学
会
認
定
薬
剤
師
証 

 
 
 

 
 
 

 
 

○
○ 

○
○ 

 

殿 

○
○
○
○
年
○
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○
日
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貴
方
を
日
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薬
学
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剤
師
と
し
て
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い
た
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ま
す 

認
定
薬
剤
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第
●
●
―
●
●
●
●
号 

自 

二
〇
一
二
年 

一
月 

一 

日 

認
定
期
間 

 

至 

二
〇
一
六
年
十
二
月
三
十
一
日 

二
〇
一
二
年
一
月
一
日 

 
 
 
 

 
 

 

日
本
医
療
薬
学
会 

 
 
 

 
 
 
 

 

会 
 

頭 
 

●
● 

●
● 

 

認定期間開始日が

前ページの期間内

であることが必要 

印 

 認定日がCDEJ

認定期間中であ

ること 

注：第 1期申請(6月)

には間に合わないの

で、第 2期申請(3月)

で提出してください。 
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※このご案内は平成 27(2015)年度認定更新者（認定期間が平成 23(2011)年 4 月 1 日～平成 28(2016)年 3 月 31 日の方）向けです※ 

臨床検査技師 日本臨床衛生検査技師会 生涯教育制度 

お持ちの日臨技生涯教育研修 修了証書の「修了年度」 適否 

(平成●●年度から)  平成 22
2 0 1 0

年度 不可 

(平成●●年度から)  平成 23
2 0 1 1

/24
2012

/25
2013

年度 可 

(平成●●年度から)  平成 26
2 0 1 4

年度 可注１ 

(平成●●年度から)  平成 27
2 0 1 5

年度 可注２ 

 

【解説】 

◆ 注１ 第1期申請(6月)には間に合わないので、第2期申請(3月)で提出してください。 

◆ 注２ 第 2期申請(3月)に修了証書が間に合わないので、 

① 前回の修了証書 

(※生涯教育研修を初めて修了する場合は履修証明書)   計2点を第２期申請で提出⇒仮認定 

② 修了証書取得見込の証明(研修会参加証 1点) 

 

修了証書を提出し正式認定 

 

 

 

 

修了年度が CDEJ認

定期間中であること 
発行日は 

修了翌年度
．．．
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※このご案内は平成 27(2015)年度認定更新者（認定期間が平成 23(2011)年 4 月 1 日～平成 28(2016)年 3 月 31 日の方）向けです※ 

理学療法士 日本理学療法士協会 生涯学習プログラム 

生涯学習プログラムは、制度移行期のため凍結されています。 

このため、「認定理学療法士」「専門理学療法士」の認定証により 20単位取得を認めます。 

 

申請 
お持ちの認定理学療法士証・専

門理学療法士証の「認定日」 
適否 

平成 22
2 0 1 0

年 10～12月 平成 23
2 0 1 1

年 3月～4月 不可 

平成 23
2 0 1 1

～26
2014

年 10～12月 平成 24
2 0 1 2

～27
2015

年 3月～4月 可 

平成 27
2 0 1 5

年 10～12月 平成 28
2 0 1 6

年 3月～4月 可注 

 

【解説】 

◆ 注 第 1期申請(6月)には間に合わないので、第2期申請(3月)で提出してください。 

第 2期申請にも間に合わない場合は、 

マイページコピー等を添付し「申請中」と記入して第 2期申請で提出⇒仮認定 

⇒認定証を提出し正式認定 

 

 
 

 

 

 

原則  認定日が

CDEJ 認定期間

中であること 
 

例外  認定日が４月１

日の場合、その前年度
．．．

(取

得年度)が CDEJ 認定期

間中であること 


